
第２０号の４様式別表 1 記載要領 

１ この明細書は、第 20号の 4様式の明細書に添付すること。 

 

２ 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第 20号の４様式の明細書に添

付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 

３ この明細書の各欄に記載すべき金額は、おおむね法人税の明細書（別表６(３)）の各

欄に記載すべき金額に一致するものであるから、同明細書に記載したところに準じて

記載すること。 

 

４ 「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によるこ

と。 

(1)  当該法人を合併法人等（合併法人(法人税法第２条第 12号に規定する合併法人

をいう。)、分割承継法人（同条第 12号の３に規定する分割承継法人をいう。）又

は被現物出資法人（同条第 12号の５に規定する被現物出資法人をいう。）をい

う。以下この記載要領において同じ。）とする適格合併等（適格合併（同条第 12

号の 8に規定する適格合併をいう。）、適格分割（同条第 12号の 11に規定する適

格分割をいう。以下この記載要領において同じ。）又は適格現物出資（同条第 12

号の 14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。）をい

う。以下この記載要領において同じ。）が行われた場合において政令第 48条の 13

第７項又は地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第 264号）によ

る改正前の政令（以下この記載要領において「令和２年旧政令」という。）第 48

条の 13第 10項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属す

る事業年度又は連結事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）によ

る改正前の法人税法第 15条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この

記載要領において同じ。）にあっては、第 20号の４様式別表３の「当該法人の調

整後の控除余裕額⑪」の欄の金額を記載すること。 

(2)  当該法人を分割法人等（分割法人（法人税法第２条第 12号の２に規定する分割

法人をいう。）又は現物出資法人（同条第 12号の４に規定する現物出資法人をい

う。）をいう。以下この記載要領において同じ。）とする適格分割等（適格分割又

は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。）が行われた場合におい

て政令第 48条の 13第 16項又は令和２年旧政令第 48条の 13第 19項の規定の適

用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年

度にあっては、第 20号の４様式別表４の「当該法人の調整後の控除余裕額⑤」の



欄の金額を記載すること。 

５ 「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たって

は、次によること。 

(1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第 48条の

13第７項又は令和２年旧政令第 48条の 13第 10項の規定の適用があるときの当

該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第

20号の４様式別表３の「当該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑭」の

欄の金額を記載すること。 

（2） 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第 48条

の 13第 16項又は令和２年旧政令第 48条の 13第 19項の規定の適用があるとき

の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあって

は、第 20号の４様式別表４の「当該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額

⑩」の欄の金額を記載すること。 


